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町田市長 石阪 丈一 

 

 

諮 問 書 

 

 

町田市子ども・子育て会議条例第３条の規定に基づき下記のとおり諮問します。 

 

記 

 

市の子ども子育てに関する施策の充実のため、以下の案件について貴会より意見を

求めます。 

 

１ 児童の保育に関し保護者が負担する保育料及び育成料のあり方について 

 

２ 「新・町田市子どもマスタープラン（後期）」及び「第二期町田市子ども・子育

て支援事業計画」の進捗評価に関すること 

  

○写  



【諮問の趣旨】 

 

１ 保育料及び育成料については、２０１６年度に「町田市子ども・子育て会議」の

下に、「保育料あり方検討部会」「育成料あり方検討部会」を設置し、提言に基づき

２０１８年度に保育料・育成料の改定を行っています。 

前回の検討の中で、「今後の保育料・育成料のあり方見直しは、社会の経済的な動

向を考慮して、概ね３～５年程度で行うことが望ましい。」という意見がありました。 

この意見に基づき、２０２１年度に見直しを行うこととしておりましたが、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大等により、３ヵ年度検討を先送りし、今回、適正

な利用者負担額を設定するため、ご検討いただくものです。 

 

２ 町田市の子ども・子育て支援に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するため、

待機児童対策、少子化対策などの子育て施策の進捗に関してご検討いただくもので

す。 


